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【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ を 充 電 す る 蓄 電 容 量 と 、
　 前 記 蓄 電 容 量 の 充 電 基 づ き 前 記 蓄 電 容 量 に 充 電 さ れ た 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 及 び 停
止 を 制 御 す る 電 力 制 御 回 路 と 、
　 前 記 電 力 制 御 回 路 の 制 御 に よ り 放 電 さ れ た 前 記 充 電 エ ネ ル ギ を 用 い て 所 定 の 電 圧 力
す る レ ギ ュ レ ー タ と を 有 し 、
　 前 記 充 電 １ の 所 定 電 圧 以 上 の 場 合 に は 記 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 可 能 と し 、
前 記 充 電 が 前 記 第 １ の 所 定 電 圧 よ り も 小 さ ２ の 所 定 電 圧 以 下 の 場 合 に は 、 前 記 充
電 エ ネ ル ギ 電 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 電 源 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 源 装 置 に お い て 、
　 前 記 蓄 電 容 量 に 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ は 、
　 自 然 エ ネ ル ギ を 利 用 し て 発 電 す る 発 電 素 子 と 、
　 前 記 発 電 素 子 の 出 力 と 接 地 電 位 と の 間 に 直 列 続 し た ダ イ オ ー ド と ツ ェ ナ ダ イ オ ー ド
と を 含 ん で な 護 回 路 と を 有 す る 電 源 か ら 供 給 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 電 源 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

電 圧 に

を 出

電 圧 が 第 、 前
電 圧 い 第

の 放

に 接
る 保

　 電 源 装 置 と 、
　 前 記 電 源 装 置 か ら 出 力 さ れ る 電 圧 に よ り 駆 動 す る 、 所 定 の デ ー タ を 検 出 す る セ ン サ と 、
前 記 所 定 の デ ー タ を 処 理 す る マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ と 、 基 地 局 と 無 線 通 信 を 行 う 無 線 装 置 と



　

【 請 求 項 ４ 】

。
【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】
　
　
　
【 請 求 項 ８ 】
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、 を 備 え 、
前 記 電 源 装 置 は 、 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ を 充 電 す る 蓄 電 容 量 と 、 前 記 蓄 電 容 量 の 充 電 電 圧

に 基 づ き 前 記 蓄 電 容 量 に 充 電 さ れ た 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 及 び 停 止 を 制 御 す る 電 力 制 御 回 路
と 、 前 記 電 力 制 御 回 路 の 制 御 に よ り 放 電 さ れ た 前 記 充 電 エ ネ ル ギ を 用 い て 所 定 の 電 圧 を 出
力 す る レ ギ ュ レ ー タ と を 有 し 、
　 前 記 充 電 電 圧 が 第 １ の 所 定 電 圧 以 上 の 場 合 に は 、 前 記 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 可 能 と し 、
　 前 記 充 電 電 圧 が 前 記 第 １ の 所 定 電 圧 よ り も 小 さ い 第 ２ の 所 定 電 圧 以 下 の 場 合 に は 、 前 記
充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 端 末 。

　 請 求 項 ３ に 記 載 の 端 末 に お い て 、
　 前 記 第 ２ の 所 定 電 圧 は 、 前 記 端 末 を 駆 動 さ せ る 最 小 の 電 圧 値 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す
端 末

　 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の 端 末 に お い て 、
　 前 記 電 力 制 御 回 路 は 、
　 前 記 蓄 電 容 量 と 前 記 レ ギ ュ レ ー タ と の 間 に 設 け ら れ た 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ と 、
　 前 記 第 １ の 所 定 電 圧 を 検 出 す る 第 １ の 電 圧 監 視 回 路 と 、
　 前 記 第 ２ の 所 定 電 圧 を 検 出 す る 第 ２ の 電 圧 監 視 回 路 と 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 圧 監 視 回 路 の 出 力 に 基 づ き 前 記 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ を 制 御 す る ス
イ ッ チ 制 御 回 路 と を 有 し 、
　 前 記 ス イ ッ チ 制 御 回 路 は 、 前 記 第 １ の 電 圧 監 視 回 路 の 検 出 信 号 に 基 づ き 前 記 第 １ の 電 源
ス イ ッ チ を オ ン 状 態 に し て 前 記 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 開 始 さ せ 、 前 記 第 ２ の 電 圧 監 視 回 路
の 検 出 信 号 に 基 づ き 前 記 第 １ 電 源 ス イ ッ チ を オ フ 状 態 に し て 前 記 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 停
止 す る よ う に 、 前 記 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 端 末 。

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 端 末 に お い て 、
　 前 記 ス イ ッ チ 制 御 回 路 は 、 前 記 第 ２ の 電 圧 監 視 回 路 に よ り 検 出 さ れ る 、 前 記 端 末 を 駆 動
さ せ る 最 小 の 電 圧 値 よ り 大 き い 第 ３ の 所 定 電 圧 の 検 出 信 号 に 基 づ き 前 記 充 電 エ ネ ル ギ が 減
少 し た こ と を 示 す 警 告 信 号 を 出 力 し 、 前 記 第 ３ の 所 定 電 圧 が 検 出 さ れ て か ら 所 定 の 時 間 後
に 前 記 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ を オ フ す る よ う に 前 記 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ を 制 御 し 、
　 前 記 ス イ ッ チ 制 御 回 路 か ら 前 記 警 告 信 号 が 出 力 さ れ る と 、 予 め 決 め ら れ た 処 理 を 行 う こ
と を 特 徴 と す る 端 末 。

請 求 項 ６ に 記 載 の 端 末 に お い て 、
前 記 ス イ ッ チ 制 御 回 路 か ら 前 記 警 告 信 号 が 出 力 さ れ る と 、
前 記 無 線 装 置 は 、 前 記 基 地 局 へ 停 止 信 号 を 発 信 す る こ と を 特 徴 と す る 端 末 。

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 端 末 に お い て 、
　 前 記 電 力 制 御 回 路 は 、
　 補 助 電 源 と 、
　 前 記 補 助 電 源 と 前 記 レ ギ ュ レ ー タ と の 間 に 設 け ら れ た 第 ２ の 電 源 ス イ ッ チ と を さ ら に 具
備 し 、
　 前 記 ス イ ッ チ 制 御 回 路 は 、
　 前 記 第 １ の 電 圧 監 視 回 路 の 検 出 信 号 に 基 づ き 前 記 第 ２ の 電 源 ス イ ッ チ を オ フ す る と 共 に
前 記 第 １ 電 源 ス イ ッ チ を オ ン し て 前 記 充 電 エ ネ ル ギ を 放 電 さ せ 、 前 記 第 ２ の 監 視 回 路 の 検
出 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 第 １ の 電 源 ス イ ッ チ を オ フ し て 前 記 充 電 エ ネ ル ギ の 放 電 を 停 止 さ
せ る と 共 に 第 ２ の 電 源 ス イ ッ チ を オ ン し て 前 記 補 助 電 源 か ら エ ネ ル ギ を 前 記 レ ギ ュ レ ー タ
へ 供 給 す る よ う に 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 電 源 ス イ ッ チ を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 端 末 。
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